
茅ヶ崎市のスポーツ推進における基本的な考え方に関する意見書一覧

番号 意見 本市の考え方

1

基本方針3　持続的にスポーツ活動に取り組める基盤の構築の中に「中学校部活動の地域展開の推進」を位置

づけてほしい。

中学校教員が部活動のすべてを担う現在の体制は、持続が困難な状況です。市として部活動の地域展開の方向

性を明確に示し、中学校世代の子どもたちの持続的にスポーツ活動に取り組める基盤の構築が必要と考えま

す。

　中学校部活動の地域展開については、現在、部活動の地域展開に関わる教育委員会や文化スポーツ部（文化推進課、スポー

ツ推進課）が連携し、本市の部活動の地域展開のあり方について議論をしているところですが、現時点で本市における部活動

の地域展開については明確な方向性がまだ定められておりません。

　今後、その方向性が定まった段階で市教育委員会が所管する「茅ヶ崎市教育基本計画」や、本考え方に部活動の地域展開に

ついて位置づけを行うとともに、具体的な取り組みを進めてまいります。
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〇『誰もが、、、』『すべての市民が、、』について

　市民の誰もが、という部分について具体的な方策が無いように思えました。

個人単位で行うことを考えると「みる」、「ささえる」は実施するにあたりハードルは低いですが、やはり

「する」については難しさが有ります。

　スポーツ以外でも、ピラミッド型でTOPからプロ（級）、アマTOP（級）、と裾野が広がり、底辺は市民

です。市民も『誰もが』を基本に考えると、実施欲求を持っている人は自分で動き出しますが、実施欲求が

無い、またはあってもそのコミュニティに入っていけない（障害だけでなく、個性や思考など）人への考慮

が必要かと思います。

　具体的には、スポーツ関係団体等への支援も、”やっている人”への支援、と捉えられます。スクールや体験

会など市民への窓を開けている団体への支援や、それを実施した時の支援など、自ら入っていけない方への

考慮を考えて頂きたいです。

　すでに出来ているコミュニティに入っていくのが苦手な方も市民にはいると思います。

　運動習慣を持たない方が「運動をはじめる」、ましてや、それを継続することは容易なことではありません。

　自身の楽しみや健康のために自発的にスポーツに取り組む「動機づけ」が必要となりますが、これは、年齢や運動経験の有

無、社会的背景等の要因によって異なるものと考えます。

　健康の保持や回復のために生活改善を行おうとする行動変容には保健衛生面からのアプローチが必要となる場合もあります

が、スポーツ行政の面からは個人がスポーツを行おうする場合のメリットを明確に伝えていくことが必要と考えます。

　このため、ハード面では個人単位でも行える快適なスポーツ環境の整備やソフト面ではスポーツをみる・しる機会の提供を

はじめ、気軽に楽しく体験できるメニューの提供などを行っております。

　また、ご意見にございましたコミュニティへの参加につきましては他分野からの支援も必要と考えており、そうした取り組

みを引き続き行ってまいります。
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●ｅスポーツの扱い

近年はｅスポーツなるものが有り、体を使ったフィジカルでなくてもスポーツと呼ばれる時代です。国や県の

指針はわかりませんが、市ではどの様に扱っているのかを明確にして頂きたかったです。

　自治体におけるｅスポーツの推進体制については、産業・観光面、教育面など自治体によっても異なっております。

　本市においては、昨年、市教育委員会で民間団体と協働し「茅ヶ崎eフェス2025夏」を開催しておりますが、全国的にも民

間でもｅスポーツに関する取り組みが進んていることから、公共側がｅスポーツを推進する必要性、どういった効果をもたら

すのか事例を適宜調査している段階です。
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現行のものより、より具体的に分かりやすくなったと思います。

茅ヶ崎市がスポーツ推進にどのように向き合い、どのように取り組んでいくか（いきたいか）がスポーツを愛

好する市民、スポーツにあまり関わりがなかった市民にも理解できる内容です。

　具体的な内容に関してではないですが、気が付いた点をあげさせていただくと「４　茅ヶ崎市市民意識調

査」で市民の満足度が下がっているとありますが、明確な数字を表記するなら、この意識調査が「３年ごとに

実施している」という説明だけでは不十分で、市民のどういう層に何人にどういう形で実施された調査なの

か、簡単でよいので注釈や説明があると良いと思います。それと細かい点ですが、修正等の目次１，２，４

のタイトルが違い、ページ数も合っていません。

「茅ヶ崎市市民意識調査」については、茅ヶ崎市内に居住する満 16 歳以上の市民のうち3,000名の方に、茅ヶ崎市民の市政

に対する満足度や重点を置くべき政策分野、市政やまちづくりに対する意見などを把握するもので、その結果は「茅ヶ崎市総

合計画」の進行管理のための基礎資料を作成することを目的に実施しているものです。

　ご意見を踏まえ、注釈を入れされていただきます。また、目次等も併せて修正させていただきました。
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令和８年度４月からスタートする「茅ヶ崎市実施計画2030」を実施していくに当たって、国の法改正に伴い

神奈川県スポーツ推進計画「エンジョイ・スポーツかながわプラン」との整合性を図り、この５年間で進め

る方向性、考え方に賛成・同意します。

具体的な取組として、全ての市民が生涯にわたり豊かなスポーツライフの実現の中で特に３項目は重要だと考

えます。

①誰もがスポーツを楽しめる機会の提供→さらに強化を推進を図る。

②スポーツ施設の整備、改修と改善→特に茅ヶ崎公園野球場など早急に取り組む必要性あり

③スポーツによる街の活性化→私共の地域ではスポーツ振興により街の魅力、向上、地域の連携を図ってお

り、今後もさらにスポーツによる街の活性化を推進して参ります。

　今回、スポーツを「する」「みる」「ささえる」から、誰もが生涯を通して、いつでも気軽にスポーツに親しむことで心身

共に充実した暮らしを体現しつつ、「あつまる」「つながる」ことで、地域の活性化やまちの賑わいに寄与するようにスポー

ツ施策を進めることを明らかにするために、本考え方を修正しました。それを踏まえ、茅ヶ崎市実施計画2030期間における

取組を進めてまいります。

　スポーツ施設の改修については、市全体の優先順位がある中ではありますが、計画的に進めてまいります。なお、８年度に

予定されている大規模な修繕としましては、茅ヶ崎公園野球場の空調及び放送設備の改修や柳島しおさい広場のテニスコート

の全面張替えを行います。今後も引き続き、計画的に施設の改修を進めていきます。

資料１


